
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「指定短期入所生活介護」及び 

「指定介護予防短期入所生活介護」 

             重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            特別養護老人ホーム アルテイル青葉 

 

 

 

 

 

  当施設は介護保険の指定を受けています。 

 

    （宮城県指定 第0475100426号）    
 
 



１． 施設経営法人 

 

⑴法 人 名    社会福祉法人 青葉福祉会 

    ⑵法人所在地    仙台市青葉区宮町一丁目４番４７号 

    ⑶電話番号     ０２２－２６３－０５３１ 

    ⑷代表者氏名    理事長 庄子 秀平 

    ⑸設立年月日    昭和４０年１月４日 

 

 ２．ご利用施設 

    ⑴施設の種類    指定短期入所生活介護事業所 

              平成12年４月１日指定  宮城県0475100426号 

              指定介護予防短期入所生活介護事業所 

              平成18年４月１日指定  宮城県0475100426号 

⑵施設の目的    指定短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、ご利用者

              がその有する能力に応じ可能なかぎり自立した日常生活を

              営むことができるように支援することを目的として、ご利

              用者に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等

              をご利用いただき、短期入所生活介護サービス又は介護予

              防短期入所生活介護サービスを提供します。 

    ⑶施設の名称    特別養護老人ホーム アルテイル青葉 

    ⑷施設の所在地   仙台市青葉区荒巻字三居沢１番１６号 

    ⑸電話番号     （ＴＥＬ） ０２２－２１４－０１８５ 

              （ＦＡＸ） ０２２－２１４－０１８７ 

    ⑹施 設 長    久米 大介 

    ⑺当施設の運営方針 老人福祉法及び介護保険法の規定する基本理念に基づき、

              「乳幼児から終末まで」という生涯福祉理念の最終段階の

              施設として、「利用者個々人が、一人の尊厳ある人間とし

              て、生きがいのある生活が送れるよう援助する」とともに

              仙台市に居住する市民のため、三居沢の地において、隣接

              するケアハウス及びデイサービスセンターと連携して「地

              域福祉の拠点となる」ことを目指します。 

⑻開設年月日    平成６年４月１日 

    ⑼入所定員     １６人 

 

 

 

 

 

 

 

  



３．居室の概要 

 

    ⑴居室等の概要 

      当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則

     として４人部屋ですが、個室など他の種類の居室への入居をご希望される場合

     は、その旨お申し出て下さい。（但し、ご利用者の心身の状況によりご希望に

     添えない場合もあります。） 
 
 

 居室・設備の種類   室   数    備  考 
 

 個室（１人部屋）     １９室  ３階 

   ２人部屋      ２室  ３階 

   ４人部屋     １２室  ２階９部屋 ３階３部屋 

   合   計       ３３室 
 

   食   堂     ４個所  ２階 ３階 

   機能訓練室      １室  １階 

   浴   室      ３室  １階・３階 一般浴 ２階 機械浴 

   医 務 室      １室  １階 

 

      ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所等

に位置付けられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、

ご契約者に特別にご負担いただく必要はありません。 

 

      ☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室 

       の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の 

       状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご利用者やご家 

       族と協議のうえ決定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

  



４．職員の状況 

    当施設では、ご利用者に対して指定短期入所生活介護サービス等を提供する職員 

    として、以下の職種の職員を配置しています。 

    〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
 
 

       職    種    常勤換算     指定基準 
 

  １．施設長       １     １名 

  ２．介護員 

 

 ２．介護職員 

     ３１    ２１名 

  ３．生活相談員       ２     １名 

  ４．看護職員       ３     ３名 

  ５．介護支援専門員       １     １名 

  ６．医師（非常勤）    ０．０５     １名 

  ７．管理栄養士     １．１     １名 

  ８．事務員     ２．６     １名 

  ９．機能訓練指導員       １     １名 

 
 １０. 作業療法士    ０．０５  

 

    １名 
 

 

      ※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間の総数を当施設における 

            常勤職員の所定勤務時間数（週40ｈ）で除した数です。 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 



〈主な職種の勤務体制〉 
 

    職    種         勤 務 体 制        
 

 １．医師  内科医 

       歯科医師 

  毎週火曜日    13:15 ～15:15     

  随時 

 ２．介護職員   標準的な時間帯における最低配置人員 

  早朝：            ８ 名 

  日中：         ９～１１ 名 

  夜間：            ４ 名 

 ３．看護職員               １～ ３ 名 

 ４．生活相談員                  ２ 名 

 

      ※土日は上記と異なります。 

 

 ５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 

     当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

     当施設が提供するサービスについて、 

 

 

 

 

⑴ 介護保険の給付の対象となるサービス 

 

     以下のサービスについては、利用料金の大部分（7割又は8割又は9割）が介護

保険から給付されます。 

 

     〈サービスの概要〉 

      ①食事（ただし、食費は別途頂きます。） 

       ・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の

        身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

 

       ・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくこと

        を原則としています。  

（食事時間） 

        朝食    ８：００ 

        昼食   １２：００ 

        夕食   １７：００ 

 

 ⑴利用料金が介護保険から給付される場合 

 ⑵利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 
 
 



      ②入浴 

       ・入浴又は清拭を週２回行います。 

       ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

       ・体調不良等により入浴できない方に対してや、その方の状態により必用 

        に応じて随時清拭を行ないます。 

 

      ③排泄 

       ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行

        います。 

 

      ④機能訓練 

       ・ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るために必用な、その

        方に適した機能を維持するための訓練を実施します。 

 

      ⑤健康管理 

       ・医師や看護職員が健康管理を行います。 

 

      ⑥その他自立への支援 

       ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床します。 

       ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行います。 

       ・清潔で快適な生活が送れるよう適切な整容が行われるよう援助します。 

       

      ⑦送迎（加算あり） 

       ・ご利用者の心身の状態、ご家族の事情等から、送迎が必要とされている 

        場合、ご自宅と当園との間の送迎を行います。 

        ☆送迎エリア： 仙台市内全域 

            （エリア以外の送迎に関しては、ご相談の上対応いたします） 

 

 〈サービス利用料金（１日あたり）〉 

    （１）介護保険の給付対象となるサービス 

     別表の料金表により、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護

保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービス利用料金

は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

 ☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を 

いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が 

介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ご利用者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。 

 ☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の 

  負担額を変更します。 

  



（2）介護保険の給付対象とならないサービス 

 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

   〈サービスの概要と利用料金〉 

 

① 食事の提供に要する費用 

     利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額の範

囲内にて負担していただきます。但し，介護保険負担限度額認定証の発行を受け

ている方については，その認定証に記載された食費の金額（１日当り）のご負担

となります。（別表の「料金表」のとおり） 

 

② 滞在に要する費用 

     この施設及び設備を利用し，滞在されるにあたり，光熱水費相当額及び室料

（建物設備等の減価償却費等）をご負担いただきます。但し，介護保険負担限

度額認定証の発行を受けている方については，その認定証に記載された滞在費

の金額（１日当り）のご負担となります。（別表の「料金表」のとおり） 

     

    ③ 介護保険給付対象外の食事について（酒等を含む） 

     ご契約者又はご利用者のご希望に基づいて介護保険給付対象外の食事を提供し 

     ます。 

     利用料金：要した費用の実費 

 

    ④ おやつ代 

     毎日１０時と１５時に飲み物とおやつを提供します。 

     利用料金：１日あたり100円 

 

    ⑤ 電気使用量代 

          ご希望により、居室内にてテレビ、冷蔵庫の使用が可能です。 

     ＊施設での準備はないためお持ち込みとなります。 

     利用料金：１日あたり１台につき100円 

 

    ⑥ 外出時の車両燃料費（通院は除く） 

     ご契約者又はご利用者のご希望により外出支援を行います。 

     利用料金：学区内・八幡地域 205円 

          市内       510円 

          市外      1,020円 

          県外      2,040円 

    

 

 



 ⑦ 買い物代行代 

     ご契約者又はご利用者のご希望により買い物代行を行います。 

     利用料金：学区内・八幡地域（購入先）205円 

          市内（購入先）      510円     

      

⑧ 理髪 

ご希望により、理美容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

     利用料金：要した費用の実費 

 

    ⑨ レクリエーション活動 

     ご希望により、レクリエーション活動に参加していただけます。（書道、華、

絵画、音楽等） 

     利用料金：要した費用の実費 

 

 ⑩ 年間行事等 

     ご希望により、お花見、バスハイキング等の年間の行事に参加していただくこ

とができます。 

     利用料金：要した費用の実費 

 

    ⑪ 複写物の交付 

     ご契約者又はご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できま

すが、複写物を必要とする場合には実費をいただきます。 

     １枚につき10円 

 

⑫ 日常生活上必要となる諸費用 

     日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご契約者に負担い

ただく事が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

     利用料金：要した費用の実費をいただきます。 

     おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

     

    ⑬入退所時の施設間送迎・退院先からの入所時の送迎 

     利用料金：2,090円 

     

⑭入院時お届け代行費（2回目以降） 

     ご契約者又はご利用者のご希望により、入院中に必要な物品等をお届け代行致

   します。 

     利用料金：(入院先)学区内・八幡地域  205円/1回 

          (入院先)市内        510円/1回 

          (入院先)市外       1,020円/1回 

      

 



 ⑮ 管理料 

    ご契約者の希望により、ご利用者の購入物品費及び医療費等を一旦立て替え、 

一ヶ月分立て替えた金額を翌月の利用料とともに引き落としさせて頂きます。 

そのお支払い代行等の管理料として月額1,100円を頂きます。 

   

   ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

    ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行

    う２ヵ月前までにご説明します。 

  

（3）利用料金のお支払い方法 

 

     前記(1)、（2）の料金・費用は、1ヶ月毎に計算しご請求致します。 

    なお、お支払いは口座振替によるお支払いとなり、ご利用翌月の毎月27日（当日 

    が金融機関休業日の場合は翌営業日）に振替させていただきます。振替日の前日 

    までにご指定の口座に必用額をご準備下さい。預金残高不足により口座振替が 

出来ない場合は、再振替ができませんので当社指定の金融口座へお振込み願い 

    ます。 【三井住友銀行 仙台支店 当座預金０２４３４８７ 

     特別養護老人ホーム アルテイル青葉 園長 久米大介】 

 

《お取り扱い金融機関》 

全国の都市銀行、ゆうちょ銀行（旧郵便局）、地方銀行、信託銀行、ネット銀行 

信用金庫等がご利用可能です。なお口座振替分には通帳の摘要欄に「アオフク･ 

リヨウヒ」と印字されます。 

 

６．身元引受人 

 

      契約締結時にあたり、身元引受人をお願いすることになります。 

     身元引受人には、利用契約が終了した後、当施設に残されたご利用者の所持品

     をご自身が引き取れない場合にお引き取りいただきます。また、ご利用者が死

     亡した場合の遺体及び遺留金品をお引き取りいただきます。 

     当施設は、身元引受人に連絡のうえ、所持品または遺留金品を引き取っていた

     だきます。又、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は身元引受人にご

     負担いただきます。 

 

 ７．苦情の受付について 

 

   ⑴当施設における苦情の受付 

   当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］ 生活相談員   長岡 春奈  電話 214-0185 FAX 214-0187 

佐藤 潤子  電話 214-0185 FAX 214-0187 



   ○苦情解決責任者 園長   久米 大介  電話 214-0185 FAX 214-0187  

○法人本部担当者 部長   五百澤 洋太 電話 263-0531 FAX 262-4346 

   ○第三者委員 法人監事   小野 徳子  電話 248-2879 FAX 248-2879 

   ○第三者委員 法人評議員  黒井 佐知子 電話 080-4007-4162 

    

○第三者機関 仙台市青葉区役所介護保険課介護保険係  電話 225-7211 

                              FAX   225-7721 

○第三者機関 宮城県国民健康保険団体連合会      電話 222-7700 

                              FAX  222-7260 

   ○第三者機関 宮城県社会福祉協議会運営適正化委員会   電話 716-9674 

        FAX  716-9298 

    

○受付時間 毎週月曜日～金曜日  ９：００～１８：００ 

    苦情受付ボックスを1階エレベーター前に設置しています。 

 

 

令和  年  月  日 

 

  指定短期入所生活介護サービス又は指定介護予防短期入所生活介護サービス

の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

      指定短期入所生活介護事業所 指定介護予防短期入所生活介護事業所 

       特別養護老人ホーム アルテイル青葉 

       説明者職名 生活相談員 氏 名  佐藤潤子     印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護 

サービス又は指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

      利 用 者         住 所 

 

                    氏 名            印 

  

      契 約 者         住 所 

 

                    氏 名            印 

  

 

 

 

 

 ※この重要事項説明書は、厚生省令第37号（平成11年3月31日）第125条の規定 

  に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したもの 

  です。 
 
 



〈重要事項説明書付属文書〉 

 

 １．施設の概要 

 

   ⑴建物の構造     鉄筋コンクリート造 地上３階 

 

   ⑵建物の延べ床面積     ３，１９５．３６㎡ 

   ⑶併設事業 

 

    当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

 

    【介護老人福祉施設】    平成１２年４月１日指定 宮城県 0475100426 号 

                   定  員   ５５名 

   ⑷施設の周辺環境 

 

      仙台駅より西に市営バスで約２０分の所に位置し、春にはかたくりや桜を眺

     められる青葉山に近く、西側には広瀬川の清流を望める閑静な市街地にある。 

 

 ２．職員の配置状況 

 

   〈配置職員の職種〉 

 

                             ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相 

                        談、助言等を行います。 

              ３名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。 

 

                             主にご利用者の健康管理や療養上のお世話を行いますが、 

                        日常生活上の介助等も行います。 

              ３名の看護職員を配置しています。 

 

                            ご契約者又はご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生 

                        活支援を行います。 

              ２名の生活相談員を配置しています。 

 

                            ご契約者又はご利用者のリハビリテーションを担当します。 

                          １名の機能訓練指導員を配置しています。 

 

 

                            ご契約者又はご利用者に対して健康管理及び療養上の指導 

                          を行います。生活相談員が兼ねる場合もあります。 

              １名の介護支援専門員を配置しています。 

 

  介護職員  
 
 

 

  看護職員  
 
 

 

 生活相談員 
 
 

 

 機能訓練指導員 
 
 

 

 介護支援専門員 
 
 



 

                            ご利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

 

              １名の非常勤内科医を配置しています。 

              １名の非常勤歯科医を配置しています。 

  

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

 

   ご契約者又はご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針について

  は、「居宅サービス計画（ケアプラン）」がある場合にはその内容を踏まえ、契約締

  結後に作成する「短期入所生活介護計画」等に定めます。契約締結からサービス提供

  までの流れは次のとおりです。 

 

 

 

    

                  ↓ 

 

 

 

 

                  ↓ 

 

 

 

 

 

 

                  ↓ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 医師（非常勤） 
 
 

 

① 施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に介護計画の原案作やそ 

のために必要な調査等の業務を担当させます。 
 
 

 

②その担当者は介護計画の原案について、ご利用者及びその家族等に対し

て説明し、同意を得たうえで決定します。 
 
 

③介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、も 

しくはご利用者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかど 

うか確認し、変更の必要のある場合には、ご利用者及びその家族と協議 

して変更します。 
 
 

 

 ④介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、そ 

の内容を確認していただきます。 
 
 



４．サービス提供における事業者の義務 

 

   当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

 

   ①ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

 

   ②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の

    うえ、ご契約者又はご利用者からの聴取、確認します。 

 

   ③ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護

    認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

 

   ④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、

    ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付いたします。 

 

    

⑤ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、ご

    利用者、他の利用者の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、記

    録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

 

   ⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得

    たご契約者又はご利用者、その家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に

    漏洩しません。（守秘義務）但し。ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合

    には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を提供します。 

 

  

５. 事故発生時の対応 

 

    当施設は、サービスの提供によりご利用者に事故が発生した場合は、次のとおり 

   必要な措置を講じます。 

① 事故に際して応急手当等の適切な処置を行うとともに、速やかに仙台市及び 

利用者のご家族等に連絡します。 

 

② 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録いたします。 

 

③ 当施設の過失により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに 

行います。 

 

 

 

 



６．施設利用の注意事項 

 

   当施設をご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場として快

  適性、安全性を確保するため下記の事項をお守り下さい。 

 

   ⑴面 会 

 

    面会時間  ９：００～２０：００（原則） 

 

    ※ 来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

    ※ 尚、来訪される場合、飲食物の持ち込みの際は必ずその都度職員に届け出て

      ください。 

   

 ⑵施設・設備の使用上注意 

 

    ・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

    ・故意に、又はわずかな注意さえ払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備

     を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復して

     いただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

    ・ご契約者又はご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要

     があると認められる場合には、ご契約者又はご利用者の居室に立ち入り、必要

     な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバ

     シー等の保護について、十分な配慮を行います。 

    ・当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

     営利活動を行うことはできません。 

 

   ⑶喫 煙 

 

    施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 


